機密保持契約書
株式会社◎◎◎（以下、「甲」という）と株式会社▲▲▲（以下、「乙」という）とは、以下の通り機密保持契約（以下、「本契約」という）を締結する。なお、本契約においては、第2条において定義される本件機密情報を開示し又は開示する立場にある当事者を「開示者」といい、本件機密情報の開示を受け又は受ける立場にある当事者を「被開示者」というものとする。
第 1 条 （目的）

1. 本契約は、開示者が被開示者に開示する本件機密情報を以下の目的（以下、「開示目的」という）のためにのみ使用し、開示者の事前の書面による許可を得ることなく第三者に開示又は漏洩せず守秘すべきこと及びその取扱等について定めることを目的とする。
目的：　全部又は一部株式譲渡・事業譲渡・資本提携案件等の取引の検討　　　　　　　　　
2. 本契約は、本件機密情報に係る発明、考案、創作、標章、ノウハウ等の実施若しくは使用権又は著作物等の利用権（以下、「実施権」と総称する）の譲渡又は許諾を定めるものではない。なお、本件機密情報の開示に関連して別途甲乙間で実施権の許諾又は業務委託、請負等の契約（以下「関連契約」と総称する）が締結された場合、本契約は当該関連契約を補完するものとする。
第 2 条 （機密保持）

1. 本件機密情報とは、主として技術情報、技術資料を対象とするが、それに限定されることなく、顧客名簿、販売計画及び開発予定の機器、開発中の機器、事業計画等第三者に漏洩されれば開示者の損失となる技術上、営業上その他の一切の情報であって、本契約の締結日から本契約が満了又は合意解約により終了する迄の期間中に開示者が被開示者に対して機密である旨明示して開示した一切の情報をいう。
2. 前項にかかわらず、以下に定める情報は、本件機密情報に含まれないものとする。

1 既に公知、公用の情報
2 開示後被開示者の責によらず公知、公用となった情報
3 開示を受けた時に既に知得していた情報
4 開示を受けた後、正当な権限を有する第三者より守秘義務を負うことなしに入手した情報
5 法令により、更に守秘義務を負わせることなく且つ無制限に、公に開示することが義務づけられた情報
6 被開示者が、開示された情報に一切アクセスせず、それと無関係に開発、創作した情報
7 甲及び乙が本件機密情報から除かれることを相互に確認した情報
第 3 条 （本件機密情報の価値）

甲及び乙は、本件機密情報に関連するすべての権利（所有権、知的財産権等を含むが、それらに限定されない）が開示者に帰属することを確認し、被開示者は、本件機密情報に対して開示者の有するいかなる権利（所有権、知的財産権を含むが、それらに限定されない）も一切侵害しないものとする。
第 4 条 （本件機密情報の開示）
甲及び乙は、本件業務遂行の目的のために必要最小限の範囲で、社内においては役員又は従業員に対して、社外においては弁護士、会計士等に対して、本件機密情報を開示できるものとする。但し、社外に対して開示する場合、甲及び乙は、当該開示の相手方が第三者に本件機密情報を開示することのないよう相手方と機密保持契約を締結する等適切な措置を講じなければならない。
第 5 条 （遵守事項等）
1. 被開示者は、本件機密情報を開示目的以外のいかなる目的にも使用又はその他利用してはならない。
2. 被開示者は、開示者の承諾を得ることなく本件機密情報を第三者に開示・漏洩してはならない。ただし、前条の定めにより、開示が認められている者を除く。
3. 被開示者は、本件機密情報を善良な管理者の注意をもって取り扱うものとする。
4. 被開示者は、開示者の承諾を得ることなく本件機密情報を複製し若しくは逆コンパイルその他解析を行なわないものとする。
5. 被開示者は、本件機密情報を冒用し、そのまま又はこれに補足する等して完成させ、これを自己の知的財産権として登録出願若しくは申請又は主張してはならない。
第 6 条 （特約）

1. 本契約締結前に甲乙間で締結された片務的又は双務的機密保持契約がある場合、本契約と当該契約と重畳的に適用する。ただし、本契約と当該契約が矛盾又は抵触する場合、本契約が当該契約に優先して適用されるものとする。

第 7 条 （被開示者の責任）
開示者は、被開示者が前第4条および第5条の定めに反した場合、差止又は損害賠償の請求ができるものとする。開示者は、被開示者に対して当該法的救済を求めるために要した弁護士費用、証人費用、証拠収集費用その他訴訟遂行上必要となるすべての合理的費用を損害賠償の一部として請求することができるものとする。
第 8 条 （直接交渉の禁止）
甲は、本契約の有効期間中及び契約期間終了後１年間は、本契約に基づき乙が甲に紹介した企業又は当該企業の株主（それらの代理人又は外部専門家を含む）に対し、乙を介することなく直接接触又は交渉をしてはならない。
第 9 条 （機密情報の返還）

甲又は乙は、相手方から求められた場合又は本契約の終了その他機密情報を保持する必要がなくなった場合、本件機密情報が記載又は記録された書類その他一切の記録媒体（電磁的又は電子的媒体を含むが、これらに限定されない）及びその複製物を相手方に返還又は相手方の指示に従い破棄若しくは消滅させなければならないものとする。
第 10 条 　（反社会的勢力の排除）
１.　甲及び乙はそれぞれ、現在、自社ならびに自社の取締役、執行役及び監査役（以下、本条において「役
員」という。）が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって、次の号のいずれにも該当しないことを確約する。

①
暴力団

②
暴力団員

③
暴力団準構成員

④
暴力団関係企業

⑤
総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等

⑥
その他前各号に準ずる者

２.  甲及び乙はそれぞれ、自らまたは第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。

①
暴力的な要求行為

②
法的な責任を超えた不当な要求行為

③
委託事務に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

④
風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為

⑤
その他前各号に準ずる行為

３.  甲及び乙にいずれか一方の当事者が前２項各号のいずれかに該当（その役員が該当する場合を含む。）し、または前２項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、相手方から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に本契約は失効するものとする。なお、この場合において甲又は乙が発する解約の通知は、相手方に対する直近の届出住所に通知することにより、通常到達すべきときに到達したものとする。

４.  前項により解約通知を受けた一方の当事者は、本契約の失効により生じた損害について相手方になんらの請求をしない。ただし、相手方からの損害賠償の請求は妨げない。

５.  本条第３項の規定により本契約が失効する場合、本契約は将来に向かって効力を失うものとする。
第 11 条 （損害賠償）
甲及び乙は、自らの責めに帰すべき事由により、本契約の全部又は一部に違反し機密情報が第三者に漏洩・開示されたときは、これにより相手方に生じた当該直接且つ現実の損害を賠償するものとする。
第 12 条 （契約期間）

本契約の有効期間は、本契約締結の日から3年間とする。但し、有効期限満了の1ヶ月前までに甲乙いずれからも更新を拒絶する旨の通知がない限り、同一の条件で更に3年間自動更新され、以後も同様とする。
第 13 条 （解除）

1. 甲又は乙は、相手方が以下の各号のいずれかに該当したときは、書面による通知をもって本契約の全部又は一部を直ちに解除することができるものとする。

1 本契約のいずれかの規定に違反し、催告後相当期間内にこれを是正しないとき
2 相手方の事業活動に支障を及ぼし、又は及ぼす虞のある行為を行ったとき

3 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算申立、特定調停申立、又はこれらのための保全手続の申立がなされ若しくは受けたとき

4 自己振出の手形又は小切手が不渡りとなったとき

5 公租公課の滞納処分を受けたとき

6 その他、任意整理の通知を発する等信用状態に重大な不安が生じたと判断される場合又は将来において生じると判断されるとき
7 相手方の役員、従業員、株主、主要な取引先その他の関係者（以下、「関係者」という）が、暴力団、カルト的宗教団体、反社会的勢力又はこれらに準ずるもの（以下、「暴力団等」という）の構成員又は準構成員であることが判明したとき

8 相手方又はその関係者が、暴力団等の維持、運営に協力若しくは関与し、又は暴力団等と交流していた事実が判明したとき
2. 前項の定めに従い、甲又は乙が本契約の全部又は一部を解除した場合でも、相手方に対して、その被った損害の賠償を請求することを妨げない。

第 14 条 （余後効）

1. 本契約の終了後といえども、第3条乃至第5条、第7条乃至第11条、第16条乃至第18条は、なお有効に存続し、甲及び乙を拘束するものとする。
第 15 条 （契約の変更）

1. 本契約の変更は、甲乙協議の上、変更契約を締結することによってのみ行なうことができるものとする。

2. 前項の協議が調わない間、特段の事情がない限り、甲及び乙は本契約に拘束されるものとする。

第 16 条 （準拠法）

本契約及び個別契約の効力、解釈等については日本国法が適用される。

第 17 条 （管轄裁判所）

本契約に関し、紛争が生じた場合、訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第 18 条 （協議事項）

本契約に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた場合、甲及び乙は、互いに誠意をもって協議し、これを解決するものとする。

以上、本契約の締結の証として本書二通を作成し、甲乙記名押印又は署名押印の上、各一通を保有する。

2026年6月22日

甲： 
乙： 
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